
【様式１－③】

（１）行政処分の年月日

（３）事業者及び当該行政処 （事業者）

　　 分等に係る営業所の所 （本社営業所)

　　 在地

（５）主な違反事項

（６）違反行為の概要

1 点

1 点

令和元年1１月１９日及び令和元年1２月２５日、新規許
可を受けたことを端緒として監査を実施。3件の違反が認
められた。(1)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条)､(2)運転者に対
する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)運行
管理補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満た
　　 すことにより点数が消滅することがあります。（一般乗用旅客自動車運送事業者
　　 に対する行政処分等の基準について２．（４）但し書き参照)

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数（関東運輸局管内）
（７）違反点数付与状況

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈令和２年１１月分〉

関東運輸局自動車運送事業安全監理室

令和２年１１月４日

埼玉県戸田市喜沢南二丁目６番２８号

東京都足立区大谷田５丁目３３番１７号ファインクロス５番館１０６号室

輸送施設の使用停止（10日車）

旅客自動車運送事業運輸規則第２４条

 海源観光株式会社（法人番号9030001124233）　代表者山本　永海

（４）行政処分等の内容

（２）事業者の氏名又は名称



【様式１－③】

（１）行政処分の年月日

（３）事業者及び当該行政処 （事業者）

　　 分等に係る営業所の所 （東京営業所)

　　 在地

（５）主な違反事項

（６）違反行為の概要

2 点

2 点

輸送施設の使用停止（20日車）

道路運送法第２０条

令和元年1１月２５日及び令和元年1２月２０日、新規許
可を受けたことを端緒として監査を実施。2件の違反が認
められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法第20条)､
(2)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第24条第5項)

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数（関東運輸局管内）

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満た
　　 すことにより点数が消滅することがあります。（一般乗用旅客自動車運送事業者
　　 に対する行政処分等の基準について２．（４）但し書き参照)

（７）違反点数付与状況

 株式会社ジェネット（法人番号2011101029132）　代表者梁　淳浩

東京都新宿区百人町一丁目２０番２２号　第２ムサシノビル３Ｆ

（２）事業者の氏名又は名称

（４）行政処分等の内容

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈令和２年１１月分〉

関東運輸局自動車運送事業安全監理室

令和２年１１月４日

東京都足立区舎人２丁目１２－１８－１０１



【様式１－③】

（１）行政処分の年月日

（３）事業者及び当該行政処 （事業者）

　　 分等に係る営業所の所 （本社営業所)

　　 在地

（５）主な違反事項

（６）違反行為の概要

3 点

3 点

輸送施設の使用停止（27日車）

旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項

令和元年1２月６日、死亡事故があった旨公安委員会か
らの通知を端緒として監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)運転
者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数（関東運輸局管内）

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満た
　　 すことにより点数が消滅することがあります。（一般乗用旅客自動車運送事業者
　　 に対する行政処分等の基準について２．（４）但し書き参照)

 宮城交通株式会社（法人番号9013301014790）　代表者安田　智美

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈令和２年１１月分〉

関東運輸局自動車運送事業安全監理室

（２）事業者の氏名又は名称

（７）違反点数付与状況

（４）行政処分等の内容

令和２年１１月１０日

東京都豊島区西池袋４－２４－１２

東京都豊島区西池袋４－２４－１２



【様式１－③】

（１）行政処分の年月日

（３）事業者及び当該行政処 （事業者）

　　 分等に係る営業所の所 （本社営業所)

　　 在地

（５）主な違反事項

（６）違反行為の概要

6 点

6 点

東京都江戸川区谷河内１－１８－２

東京都江戸川区谷河内１－１８－２

輸送施設の使用停止（60日車）

旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第５項

令和元年1２月２０日、新規許可を受けたことを端緒とし
て監査を実施。5件の違反が認められた。(1)健康状態の
把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運
輸規則)第21条第5項)､(2)乗務記録の記録事項の不備
(運輸規則第25条第3項)､(3)運転者に対する指導監督義
務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)定期点検整備の未
実施(道路運送車両法第48条)､(5)運行管理者の講習受
講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈令和２年１１月分〉

関東運輸局自動車運送事業安全監理室

令和２年１１月１０日

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数（関東運輸局管内）

 株式会社Ｔｒａｎｓｉｔ（法人番号8011701021672）　代表者渡部　稔之

（４）行政処分等の内容

（２）事業者の氏名又は名称

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満た
　　 すことにより点数が消滅することがあります。（一般乗用旅客自動車運送事業者
　　 に対する行政処分等の基準について２．（４）但し書き参照)

（７）違反点数付与状況



【様式１－③】

（１）行政処分の年月日

（３）事業者及び当該行政処 （事業者）

　　 分等に係る営業所の所 （石橋営業所)

　　 在地

（５）主な違反事項

（６）違反行為の概要

6 点

6 点

 関東交通株式会社（法人番号4060001001104）　代表者保坂　和夫

輸送施設の使用停止（60日車）

道路運送車両法第５８条第１項

令和2年6月17日、法令違反の疑いがあることを端緒とし
て監査を実施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行
(道路運送車両法第58条第1項)

栃木県宇都宮市若草２丁目１番１９号

栃木県下野市石橋２４１番地９号

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満た
　　 すことにより点数が消滅することがあります。（一般乗用旅客自動車運送事業者
　　 に対する行政処分等の基準について２．（４）但し書き参照)

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈令和２年１１月分〉

関東運輸局自動車運送事業安全監理室

令和２年１１月１０日

（２）事業者の氏名又は名称

（７）違反点数付与状況

（４）行政処分等の内容

当該事業者の累積点数（関東運輸局管内）



【様式１－③】

（１）行政処分の年月日

（３）事業者及び当該行政処 （事業者）

　　 分等に係る営業所の所 （鶴見営業所)

　　 在地

（５）主な違反事項

（６）違反行為の概要

1 点

1 点

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２丁目６番地２７号

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２丁目６番地２７号

輸送施設の使用停止（10日車）

旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項

令和元年1０月１８日及び令和元年1１月１４日、法令違
反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。3件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第
38条第1項)､(2)高齢運転者に対する告示で定める特別
な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(3)高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2
項)

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満た
　　 すことにより点数が消滅することがあります。（一般乗用旅客自動車運送事業者
　　 に対する行政処分等の基準について２．（４）但し書き参照)

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈令和２年１１月分〉

令和２年１１月１７日

 東宝タクシー株式会社（法人番号3020001018193）　代表者大野慶太

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数（関東運輸局管内）

（４）行政処分等の内容

（２）事業者の氏名又は名称

（７）違反点数付与状況

関東運輸局自動車運送事業安全監理室



【様式１－③】

（１）行政処分の年月日

（３）事業者及び当該行政処 （事業者）

　　 分等に係る営業所の所 （本社営業所)

　　 在地

（５）主な違反事項

（６）違反行為の概要

7 点

7 点
（７）違反点数付与状況

（４）行政処分等の内容

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満た
　　 すことにより点数が消滅することがあります。（一般乗用旅客自動車運送事業者
　　 に対する行政処分等の基準について２．（４）但し書き参照)

令和元年1２月６日、救護義務違反があった旨公安委員
会からの通知を端緒として監査を実施。6件の違反が認
められた。(1)運行管理者の解任届出義務違反(道路運
送法第23条第3項)､(2)健康状態の把握義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5
項)､(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)
運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1
項)､(5)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義
務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)高齢運転者に対する
適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数（関東運輸局管内）

輸送施設の使用停止（70日車）

旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第５項

埼玉県蕨市中央６丁目３番地５０号　

埼玉県蕨市中央６丁目３番地５０号

 富士興業株式会社（法人番号7030001021184）　代表者田中　正徳

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈令和２年１１月分〉

関東運輸局自動車運送事業安全監理室

令和２年１１月１７日

（２）事業者の氏名又は名称



【様式１－③】

（１）行政処分の年月日

（３）事業者及び当該行政処 （事業者）

　　 分等に係る営業所の所 （本社営業所)

　　 在地

（５）主な違反事項

（６）違反行為の概要

4 点

4 点
（７）違反点数付与状況

（４）行政処分等の内容

（２）事業者の氏名又は名称

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈令和２年１１月分〉

関東運輸局自動車運送事業安全監理室

令和２年１１月１７日

群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町６９５番地１

群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町６９５番地１

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満た
　　 すことにより点数が消滅することがあります。（一般乗用旅客自動車運送事業者
　　 に対する行政処分等の基準について２．（４）但し書き参照)

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数（関東運輸局管内）

 ジー・エス・ビータクシー株式会社（法人番号5070001032485）　代表者岩井　清水

輸送施設の使用停止（40日車）

旅客自動車運送事業運輸規則第２４条

令和2年1月17日、事業譲渡を受けたことを端緒として監
査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の実施等義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)
第24条)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規
則第38条第1項)､(3)定期点検整備等の未実施(道路運
送車両法第48条)､(4)整備管理者の研修受講義務違反
(運輸規則第46条)､(5)運行管理者の講習受講義務違反
(運輸規則第48条の4第1項)



【様式１－③】

（１）行政処分の年月日

（３）事業者及び当該行政処 （事業者）

　　 分等に係る営業所の所 （営業所）

　　 在地

（５）主な違反事項

（６）違反行為の概要

11 点

11 点

関東運輸局自動車運送事業安全監理室

令和２年１１月１７日

当該事業者の累積点数（関東運輸局管内）

（２）事業者の氏名又は名称

（４）行政処分等の内容

小野塚　浩

（７）違反点数付与状況

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満た
　　 すことにより点数が消滅することがあります。（一般乗用旅客自動車運送事業者
　　 に対する行政処分等の基準について２．（４）但し書き参照)

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

神奈川県横浜市都筑区

神奈川県横浜市都筑区

輸送施設の使用停止(109日車)及び輸送の安全確保命
令

旅客自動車運送事業運輸規則第２５条第３項

令和2年2月12日及び令和2年2月26日、法令違反の疑い
があることを端緒として監査を実施。4件の違反が認めら
れた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法第20条)､(2)
乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(3)乗務記録の記
録事項の不備(運輸規則第25条)､(4)乗務記録の不実記
載(運輸規則第25条第3項)

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈令和２年１１月分〉



【様式１－③】

（１）行政処分の年月日

（３）事業者及び当該行政処 （事業者）

　　 分等に係る営業所の所 （営業所）

　　 在地

（５）主な違反事項

（６）違反行為の概要

4 点

4 点

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈令和２年１１月分〉

東京都練馬区

（２）事業者の氏名又は名称 新井　康高

（４）行政処分等の内容

関東運輸局自動車運送事業安全監理室

令和２年１１月２５日

東京都練馬区

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満た
　　 すことにより点数が消滅することがあります。（一般乗用旅客自動車運送事業者
　　 に対する行政処分等の基準について２．（４）但し書き参照)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数（関東運輸局管内）

輸送施設の使用停止（40日車）

ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第４３条第２項

令和2年6月23日、法令違反の疑いがある旨の情報を端
緒として調査を実施。1件の違反が認められた。(1)ﾀｸｼｰ
乗車禁止地区における乗車(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置
法第43条第2項)



【様式１－③】

（１）行政処分の年月日

（３）事業者及び当該行政処 （事業者）

　　 分等に係る営業所の所 （営業所）

　　 在地

（５）主な違反事項

（６）違反行為の概要

4 点

4 点

ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第４３条第２項

令和2年7月29日、法令違反の疑いがある旨の情報を端
緒として調査を実施。1件の違反が認められた。(1)ﾀｸｼｰ
乗車禁止地区における乗車(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置
法第43条第2項)

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数（関東運輸局管内）

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈令和２年１１月分〉

関東運輸局自動車運送事業安全監理室

令和２年１１月２５日

（２）事業者の氏名又は名称 石川　幸男

東京都世田谷区

東京都世田谷区

（４）行政処分等の内容 輸送施設の使用停止（40日車）

（７）違反点数付与状況


